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。
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群 馬 県 報 第8377号平成18年５月２日（火）

８年

◉群馬県告示第３４２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり使用料の収納事務を

委託した。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 前橋市大手町三丁目１３番５号 財団法人群馬県女性会館

２ 委託した事務の内容 群馬県女性会館の設置及び管理に関する条例（昭和５８年群馬県条例第５号）第１４条

第１項に規定する使用料の収納事務

３ 委託期間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで

◉群馬県告示第３４３号
次の医療機関は、群馬県救急医療協力機関の指定に関する規則（昭和５３年群馬県規則第６５号）第２条第１項

の規定による指定を受けた救急医療協力診療所でなくなった。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

名 称 所 在 地

篠崎医院 前橋市大友町２－９－６

◉群馬県告示第３４４号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり使用料の収納事務を

委託した。

平成１

り、

５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 前橋市上大島町１８２番地２０ 群馬県森林組合連合会

２ 委託した事務の内容 群馬県立森林公園の設置及び管理に関する条例（平成１０年群馬県条例第２６号）別表

第２に規定する赤城ふれあいの森の有料公園施設の使用料の収納事務

３ 委託期間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで

◉群馬県告示第３４５号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定によ

理に

次のとおり使用料の収納事務を

委託した。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 前橋市大友町一丁目１８番７号 社団法人群馬県林業公社

２ 委託した事務の内容 群馬県立森林公園の設置及び管

務

３

関する条例（平成１０年群馬県条例第２６号）別表

第２に規定するさくらの里の有料公園施設の使用料の収納事

日ま委託期間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１

2
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◉群馬県告示第３４６号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり観覧料及び使用料の

収納事務を委託した。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 委託を受けた者の名称、所在地及び代表者の氏名

⑴ 名 称 財団法人群馬県公園緑地協会

⑵ 所在地 前橋市敷島町６６番地

⑶ 代表者の氏名 理事長 岩渕哲

２ 委託した事務の内容 群馬県水産学習館の設置及び管理に関する条例（昭和６２年群馬県条例第１６号）第１

０条に規定する観覧料の収納事務及び群馬県県有施設共通パスポート条例（平成１３年群馬県条例第１０号）第

２条第１項に規定する使用料の収納事務

３ 委託期間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで

任 金

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３０第１項の規定により、指定機関を平成１８年４月１日、

次のとおり指定した。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

名 称 主たる事務所の所在地 調査事務を行う事務所の所在地

特定非営利活動法人群馬社会福

祉評価機構
前橋市新前橋町１３－１２ 前橋市新前橋町１３－１２

特定非営利活動法人権利擁護

ネットはあとらんど
渋川市石原１２６９－１ 渋川市石原１２４８－５

諏訪リサーチ有限会社 桐生市宮本町３－６－３２ 桐生市宮本町３－６－３２

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の就任及

び退任の届出があった。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

土地改良区名 理事監事
の 別 区 分 役員氏名 住 所

赤城原 理 事 再 任 清 水 十三夫 利根郡昭和村大字赤城原７８３番地

同 同 竹 内 敏 昭 同 同 同 同 ８３５番地

同 新 任 綿 貫 和 夫 同 同 同 同 ６７４番地

同 再 任 須 郷 誠 同 同 同 同 １０２８番地

同 新

（火

田 弘 同 同 同 同 ８７５番地１

同 同 小 林 貞 夫 同 同 同 同 １１５６番地

同 同 真 下 信 秀 同 同 同 同 ７３７番地１

同 再 任 見 城 恵佐男 同 同 同 糸井５９３６番地

同 新 任 涌 井 昇 同 同 同 同 ６４７６番地２
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同 再 任 武 井 忠 雄 同 同 同 同 ６６４４番地

同 新 任 星 野 豊 同 同 同 同 ６６９３番地

同 再 任 佐 藤 伸 雄 同 同 同 同 ７１６８番地１

同 同 松 井 昇 同 同 同 同 ７１７９番地

同 新 任 中 澤 睦 一 同 同 同 同 ６２１７番地

同 再 任 大 竹 貞 次 同 同 同 同 ６３８２番地

同 新 任 廣 瀬 勇 同 同 同 同 ６３４５番地

同 同 齋 藤 哲 也 同 同 同 同 ６９５１番地

同 再 任 柳 岡 千 秋 同 同 同 同 ６９５３番地

同 新 任 戸 田 浩 一 同 同 同 同 ７１００番地

同 同 藤 井 照 明 同 同 同 川額１８番地

同 再 任 町 田 高 久 同 同 同 糸井７６５５番地

同 同 廣 田 忠 一 同 同 同 赤城原７３９番地

同 同 加 藤 秀 光 同 同 同 糸井２２２９番地

監 事 再 任 武 井 幸 男 同 同 同 同 ６６１６番地

同 新 任 山 崎 光太郎 同 同 同 赤城原９２０番地

同 同 金 崎 正 幸 同 同 同 糸井７１１１番地

理 事 退 任 諸 田 節 雄 同 同 同 赤城原９０１番地

同 同 武 井 文 勝 同 同 同 同 ８７３番地５

同 同 勝 美 一 郎 同 同 同 同 １１６１番地

同 同 中 村 正 博 同 同 同 同 ７２７番地

同 同 木 暮 眞 一 同 同 同 糸井６４９０番地

同 同 小 林 篤 同 同 同 同 ６７３０番地

同 同 小野澤 孝 則 同 同 同 同 ６２３０番地

同 同 金 崎 正 幸 同 同 同 同 ７１１１番地

同 同 志 田 敏 郎 同 同 同 同 ７０７４番地

同 同 青 木 藹 同 同 同 川額４１番地

監 事 同 綿 貫 和 夫 同 同 同 赤城原６７４番地

同 同 松 井 かき子 同 同 同 糸井７１１１番地

上発地 理 事 同 峰 川 淳 夫 沼田市上発地町１３０８

同 新 任 桑 原 昭 一 同 同 １３１６

同 再 任 角 田 徳太郎 同 同 １９３

同 同 齋 藤 清 市 同 同 ９５７

同 同 齋 藤 眞一郎 同 同 １９０９

同 同 齋 藤 由之助 同 同 ２０２２－１

同 同 田 村 昭 吉 同 同 ６２６

同 同 松 井 惠 視 同 同 ２０６

同 同 林 文 昭 同 同 ５００

同 同 吉 野 進 同 同 ５３９
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同 同 橋 壁 巻 一 同 同 ６６９－２

同 同 石 川 五三七 同 同 １１１４

同 同 齋 藤 五 郎 同 同 １１５９

同 同 小野塚 昭 七 同 同 １２７９

同 同 山 田 純 一 同 同 １３３７

同 同 戸 丸 作 同 同 ２３４７

同 同 齋 藤 順 一 同 同 ２２０１

同 同 戸 丸 健 同 同 ２２７０

同 同 齋 藤 憲之助 同 同 １９０１－１

同 新 任 齋 藤 芳 夫 同 同 １９１６

同 再 任 星 野 已喜雄 同 上原町１７５６－２００

監 事 退 任 桑 原 昭 一 同 上発地町１３１６

同 再 任 峰 川 敬 明 同 同 ５８２

同 同 田 村 景 一 同 同 ２０３３

同 新 任 峰 川 福太郎 同 同 １３１２

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

平成１８年３月２９日国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示（平成１８年関東地

方整備局告示第１６７号）があったので、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 都市計画事業の種類及び名称 平成７年建設省告示第１２２６号太田都市計画道路事業３・２・２号東毛幹線

２ 施行者の名称 群馬県

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号

４ 事業地の所在

収用の部分 平成７年建設省告示第１２２６号、平成９年建設省告示第１７９１号及び平成１６年関東地方整

備局告示第１１４号の事業地のうち太田市西矢島町地内において事業地を変更する。

使用の部分 なし

５ 事業施行期間 平成７年６月１２日から平成２０年３月３１日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

平成１８年３月２９日国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示（平成１８年関東地

方整備局告示第１６６号）があったので、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 都市計画事業の種類及び名称 平成９年建設省告示第２１３３号前橋都市計画道路事業３・４・８６号下大島

駒形線

２ 施行者の名称 群馬県

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号

４ 事業地の所在

収用の部分 変更なし

使用の部分 なし
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５ 事業施行期間 平成９年１２月１８日から平成２０年３月３１日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

平成１８年３月２９日国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示（平成１８年関東地

方整備局告示第１６５号）があったので、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 都市計画事業の種類及び名称 平成１１年建設省告示第１８３５号太田都市計画道路事業３・２・２号東毛幹

線

２ 施行者の名称 群馬県

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号

４ 事業地の所在

収用の部分 平成１１年建設省告示第１８３５号の事業地に邑楽郡大泉町いずみ二丁目、坂田七丁目、大字坂

田並びに太田市東別所町を加える。

使用の部分 なし

５ 事業施行期間 平成１１年１０月１９日から平成２４年３月３１日まで

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

番号 道路の位置 幅員及び延長 指定を受けた者の住所及び氏名
（法人にあっては所在地及び名称）

指 定 番 号
指定年月日

１
勢多郡富士見村大字原之郷
字小貝戸１６２４－１

幅員 ５．１５ⅿ
延長 ３５．００ⅿ

勢多郡富士見村大字原之郷
１６２６－１
品川富嗣

前土第３０４－４３号
平成１８年３月７日

２
勢多郡富士見村大字原之郷
字慶阿弥２４６２－６

幅員 ５．００ⅿ
延長 ３４．８０ⅿ

勢多郡富士見村大字原之郷
２３３６－１
南雲秀樹

前土第３０４－４４号
平成１８年３月７日

３
渋川市八木原字徳楽１２０
３－１６

幅員 ４．６０ⅿ
延長 ３４．５７ⅿ

北群馬郡吉岡町大字南下２
５３
大一建設株式会社

前土第３０４－４５号
平成１８年３月１５日

４
安中市板鼻一丁目字上町１
９６８－４

幅員 ５．００ⅿ
延長 ３５．００ⅿ

安中市原市４－４－４０
株式会社高橋ハウジング

高土第２５４－４８号
平成１８年３月３１日

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１３項の規定により、次のとおり公開による意見の聴取を

行う。

平成18年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請建築物の建築予定地 甘楽郡甘楽町大字小幡字大下町西側３０８－１、３０７及び３０３－１の全部並び

に３０６の一部

２ 申請建築物の概要

主要用途 工場（電気制御盤及び変換機盤の作成)

構造、規模及び延べ面積 既存建築物（工場及び事務所）：鉄骨造２階建て 延べ面積１，２２１．１２㎡

増築予定建築物（工場）：鉄骨造平屋建て 延べ面積４８０．００㎡
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３ 申請建築物の建築制限される理由 申請建築物が第一種住居地域内で制限されている用途の建築物であるため

４ 申請建築物の建築予定地の用途地域の種類 第一種住居地域

５ 意見の聴取の期日及び場所 平成１８年５月１２日（金）午後２時から 甘楽町公民館２階大会議室（甘楽郡

甘楽町大字小幡１８３番地）

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により、検査済証を交付したので、次の開発行

為に関する工事が完了した旨、公告する。

平成１８年５月２日

群馬県知事 小 寺 弘 之

番号 開発区域に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名

１ 藤岡市本動堂字屋敷前３０９－１５ 多野郡吉井町大字矢田５７４－１ クローバーハ

イツＢ２０２号室

高柳英弘

２ 藤岡市白石字前原２３４０－５ 高崎市下佐野町４６８番地１望岳荘６号

小川真二 小川喜美子

３ 藤岡市下大塚字寺北６７６－３９、６７６－４０ 高崎市上小鳥町３６４県住Ｄ棟１７４号

齋藤智之 齋藤明美

４ 藤岡市神田字後３０５－４ 藤岡市神田７３２－３

木村昇

５ 富岡市南蛇井字増光寺１４８－１、１４８－６、１

５０－１、１５１－１、１５２、１５３、１５４－

１、１５６－１、１５７－１、１５７－４、１５７－

６、１５９－１、１５９－６、１５９－７、１６０－

２、１６１、１６２－１、１６２－２、１６２－３、

１６５－１、１５０－１先、１５２先、１５９－７

先、１６１先、１４５－３の一部、１６５－１先道

路、１６５－３の一部

富岡市南蛇井１５２番地

株式会社荒船 代表取締役 鶴田年明

６ 富岡市黒川字中才６４１－１、６４１－２、６４２－

１、６４２－３、６４２－４、６４２－１先水路、

字小塚６７６－１、６７６－３、６９９、７００、

６７６－１先水路、６９９先水路、７００先水路

高崎市高関町３８０

株式会社ベイシア興産 代表取締役 土屋嘉雄

７ 北群馬郡吉岡町大字大久保字新田入口９７４、９７

５、９７６－１、９７７、９７９、９８０、９８２－

１

前橋市千代田町五丁目２０番６号

有限会社ケイティエスホテルシステムズ 代表取

締役 久保田利雄

８ 甘楽郡甘楽町大字天引字下平２２１－３、２２２－

２、２２３－１、２２３－２、２２３－３、２２４、

２２５－１、２２５－２、２２６－２、２３０－１、

２３０－２、２３０－３、２３３－２、字口明塚２

７８、２７９、２８０、２８１－１、２８１－２、

２８１－３、２８２－１、２８２－２、２８３－１、

２８３－２、２８４、２８５、２８６－１、２８６－

２、２８７－１、２８７－３、２８８－１、２８８－

２、２８９－１、２８９－２、３２５－４、３２９－

１、３３１－１、３３２、３３３－１、３３３－２、

３３４－１、３３５－１、３３６、３３７、３３８－

１、３３９－１、３４０、３４１、３４２－１、３

４３－１、３４３－２、３４３－３

甘楽郡下仁田町大字下仁田６８２番地

甘楽郡土地開発公社 理事長 岡田常夫
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９ 佐波郡玉村町大字五料字中前川原７７１－１ 佐波郡玉村町大字小泉２２５番２ サマックスＴ

ＯＮＥ２０１

篠崎裕 篠崎千安希

１０ 佐波郡玉村町大字上茂木５０５－１、５０５－４、

５０５－１８

高崎市緑町一丁目１５－５

有限会社阿久津都市開発 取締役 阿久津昇

１１ 新田郡笠懸町大字久宮字西浦３１０ 桐生市広沢町五丁目１６３３番地

株式会社サンコー・インダストリアル・オートメー

ション 代表取締役 根岸宏

１２ みどり市笠懸町久宮１１５－４、１１５－１８、１

１５－４２、１１５－４３、１１５－４４

みどり市笠懸町久宮１１５－４

株式会社金加 代表取締役 金井正一

１３ 邑楽郡板倉町大字西岡字中岡１４１５－３ 館林市坂下町３２２０番地 カーサエミネンス

Ｃ－１０２

北野陽一郎 北野佳奈子

１４ 邑楽郡明和町上江黒４６４－４ 奈良県橿原市曽我町１０４５番地の１９

奥林あけ美

１５ 邑楽郡千代田町大字上五箇字中道２４１－３、２４

２－１、２４２－３、２４３－１、２４５－１、２

４５－２、２４５－３

邑楽郡千代田町大字上五箇２４６

田島縫製株式会社 代表取締役 杉山まつ江

１６ 邑楽郡大泉町大字上小泉字万願寺３９５の一部、３

９６の一部、３９７－１の一部、３９７－２の一部、

３９８の一部、４１４－１、４１４－２、４１５－

１、４１５－２、４１６－１、４１６－２、４１７－

１の一部、４１７－２の一部、４１９の一部

邑楽郡大泉町日の出５５番１号

大泉町長 長谷川洋

１７ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字本郷１３０－５、１３０－

７、１３１－１

邑楽郡邑楽町大字篠塚５６２番地１

鈴木健二

１８ 邑楽郡邑楽町大字中野字十三坊塚１９４０、１９４

０－２、１９４１、１９４２、１９４３

邑楽郡邑楽町大字中野１８４０番地

青山敏雄

１９ 邑楽郡邑楽町大字赤堀字大谷原４０１９－４ 邑楽郡邑楽町大字赤堀４００９番地

古澤徹

２０ 邑楽郡邑楽町大字中野字高畑１９５５－２ 邑楽郡邑楽町大字中野１９５４番の２

眞仁田フク子

２１ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字本郷１３０－４、１３１－

４、１３１－５

邑楽郡邑楽町大字赤堀３６００番地１

浦野敏行

人員 面 積 取消年月日

◉群馬県選挙管理委員会告示第４５号
笠懸町選挙管理委員会は、次の施設について公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号

の規定による施設の指定を取り消した。

平成１８年５月２日

群馬県選挙管理委員会委員長 河 村 昭 明

施設の名称 所 在 地 種 別 収容

００人
㎡

２５９

8群

笠懸町立体育館
新田郡笠懸町大字鹿

３４４番地
体育館 ８００人

㎡
１，２８７．６ 平成１８年３月２４日

交流ホール

・ステージ
２
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音楽室１ ５０人
㎡

８３

視聴覚室 ６０人
㎡

９８

笠懸町まちづくり交

流館

新田郡笠懸町大字阿

左美１５８１番地１

サークル活

動室２
３４人

㎡
６０ 平成１８年３月２４日

サークル活

動室３
２４人

㎡
５０

和室１ ５０人
㎡

５７

和室２ ５０人
㎡

６０

◉群馬県選挙管理委員会告示第４６号
みどり市選挙管理委員会は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号の規定により、

個人演説会等を開催することができる施設として次の施設を指定した。

平成１８年５月２日

群馬県選挙管理委員会委員長 河 村 昭 明

施設の名称 所 在 地 種 別 収容人員 面 積 取消年月日

みどり市立笠懸体育

館

みどり市笠懸町鹿３

４４番地
体育館 ８００人

㎡
１，２８７．６ 平成１８年３月２７日
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